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　○秋田県歯と口腔の健康づくり推進条例（８８・議員提出）………………………………………………………… 175

◇一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第47号）
１　平成24年11月１日から平成26年10月31日までの間、職員（任期を定めて採用された職員を除く。）の給料月額を次
のとおり減額することとした。（附則第６項関係）

２　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。
　⑶　職員の退職手当に関する条例（昭和28年秋田県条例第80号）及び職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和63年秋
田県条例第３号）について所要の規定の整備を行うこととした。

◇知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第48号）
１　知事等の給料月額を減額する特例措置について、その減額する割合を知事にあっては100分の25（現行100分の
20）、副知事及び常勤の監査委員にあっては100分の20（現行100分の15）に引き上げることとした。（附則第４項関
係）
２　その他所要の規定の整理を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、平成24年11月１日から施行することとした。ただし、２は、公布の日から施行することとした。

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第49号）
１　東日本大震災に対処するための作業に従事した場合に支給する災害応急作業等手当の対象作業及び支給額を次のと
おりとすることとした。（附則第３項～第７項関係）

－２－

◇ ◇
◇ ◇

職員の区分

①　本庁の部長及び次長の職並びにこれらの職に相当する職を占める職員

②　本庁の課長の職及びこれに相当する職を占める職員

③　期末手当及び勤勉手当の額の算定に当たって役職段階に応じた加算のある職員（①
及び②に掲げる職員を除く。）

④　その他の職員

減額する割合

７／100

５／100

３／100

1.5／100

作業区域

東京電力株式会社福島
第一原子力発電所の敷
地内

帰還困難区域

居住制限区域

作業区分

原子炉建屋（人事委員会が認めるものに限る。）内

上記及び下記以外のもの

人事委員会が認める施設内

屋外

屋内

屋外

手当の額（日額）

改正前

－

20,000円　

5,000円　

－

－

－

改正後

40,000円　

13,300円　

3,300円　

6,600円※

1,330円　

3,300円※

この号で公布された条例のあらまし
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　　※　１日の作業時間が４時間に満たない場合は、60／100を乗じて得た額

２　引用している原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）の条項を改めることとした。（附則第３項関
係）
３　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県防災会議条例の一部を改正する条例（秋田県条例第50号）
１　自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される秋田県防災会議の委員の定数を４人以内と
するとともに、その任期を２年とすることとした。（第２条関係）
２　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県営観光レクリエーション施設条例の一部を改正する条例（秋田県条例第51号）
１　秋田県営仁賀保高原サイクリングロードに係る規定を削ることとした。（第２条及び第３条関係）
２　施行期日
　　この条例は、平成25年１月１日から施行することとした。

◇秋田県救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第52号）
１　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第
105号。以下「第二次一括法」という。）による生活保護法（昭和25年法律第144号）の一部改正に伴い、救護施設等
の設備及び運営に関する基準を定めることとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇秋田県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第53号）
１　第二次一括法による社会福祉法（昭和26年法律第45号）の一部改正に伴い、軽費老人ホームの設備及び運営に関す
る基準を定めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第54号）
１　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37
号。以下「第一次一括法」という。）による老人福祉法（昭和38年法律第133号）の一部改正に伴い、養護老人ホー
ムの設備及び運営に関する基準を定めることとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

警戒区域

計画的避難区域

屋内

屋外（人事委員会が認める作業）

屋外（上記の作業以外）

屋内

屋外

屋内

－

20,000円※

10,000円※

2,000円　

5,000円※

1,000円　

660円　

6,600円※

1,330円　

5,000円※

1,000円　
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◇秋田県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第55号）
１　第一次一括法による老人福祉法の一部改正に伴い、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めること
とした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第56号）
１　第一次一括法による介護保険法（平成９年法律第123号）の一部改正に伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準を定めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（秋田県条例第57号）

１　第一次一括法による介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指
定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県指定居宅サービス事業者の指定の申請者等に関する基準を定める条例（秋田県条例第58号）
１　介護サービスの基盤強化のための介護保険法等一部を改正する法律（平成23年法律第72号）による介護保険法の一
部改正に伴い、指定居宅サービス事業者の指定の申請者等に関する基準を定めることとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇秋田県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第59号）
１　第一次一括法による介護保険法の一部改正に伴い、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定
めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第60号）
１　第一次一括法による介護保険法の一部改正に伴い、介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める
こととした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第61号）
１　第一次一括法による健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定に
よりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法の一部改正に伴い、指定介護療
養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例は、平成30年３月31日限り、その効力を失うこととした。

◇秋田県国民健康保険調整交付金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第62号）
１　調整交付金の総額に係る割合を次のとおり改定することとした。（第４条関係）
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◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
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２　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等の申請者に関する基準を定める条例（秋田県条例
第63号）
１　第二次一括法による児童福祉法（昭和22年法律第164号）の一部改正に伴い、指定障害児通所支援事業者及び指定
障害児入所施設の指定等の申請者に関する基準を定めることとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇秋田県指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第64号）
１　第一次一括法による児童福祉法の一部改正に伴い、指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準
を定めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第65号）
１　第一次一括法による児童福祉法の一部改正に伴い、指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定
めることとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇秋田県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第66号）
１　第一次一括法による障害者自立支援法（平成17年法律第123号）の一部改正に伴い、指定障害福祉サービスの事業
等の人員、設備及び運営に関する基準を定めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定等の申請者に関する基準を定める条例（秋田県条
例第67号）
１　第二次一括法による障害者自立支援法の一部改正に伴い、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の
指定等の申請者に関する基準を定めることとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇秋田県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第68号）
１　第一次一括法による障害者自立支援法の一部改正に伴い、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準
を定めることとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

区分

普通調整交付金

特別調整交付金

改正前

７分の６

７分の１

改正後

９分の６

９分の３

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
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◇秋田県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第69号）
１　第一次一括法による障害者自立支援法の一部改正に伴い、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定
めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第70号）
１　第一次一括法による障害者自立支援法の一部改正に伴い、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定
めることとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇秋田県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第71号）
１　第一次一括法による障害者自立支援法の一部改正に伴い、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めることと
した。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇秋田県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第72号）
１　第一次一括法による障害者自立支援法の一部改正に伴い、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めるこ
ととした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第73号）
１　第一次一括法による児童福祉法の一部改正に伴い、児童福祉施設（保育所を除く。）の設備及び運営に関する基準
を定めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（秋田県条例第74号）
１　第二次一括法による社会福祉法の一部改正に伴い、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定めることとし
た。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇医療法施行条例（秋田県条例第75号）
１　第二次一括法による医療法（昭和23年法律第205号）の一部改正に伴い病院又は診療所の既存病床数及び申請病床
数の算定に係る補正等について定めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　秋田県病院開設許可等手数料徴収条例（平成12年秋田県条例第44号）は、廃止することとした。

◇秋田県専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例（秋田県条例第76号）
１　第二次一括法による水道法（昭和32年法律第177号）の一部改正に伴い、県が設置する専用水道の水道技術管理者
の資格を定めることとした。
２　施行期日
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◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
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　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇食品衛生法施行条例の一部を改正する条例（秋田県条例第77号）
１　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う
厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令（平成23年政令第407号）による食品衛生法施行令（昭和28年政令第229
号）の一部改正に伴い、県が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定めることとした。
２　その他所要の規定の整理を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇秋田県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例（秋田県条例第78号）
１　第二次一括法による鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）の一部改正に伴い、指定猟
法禁止区域等の標識の寸法を定めることとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇秋田県職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準等を定める条例（秋田県条例第79号）
１　第一次一括法及び第二次一括法による職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）の一部改正に伴い、県が設置す
る職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準等について定めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　秋田県立職業能力開発校条例（昭和51年秋田県条例第16号）について所要の規定の整備を行うこととした。

◇秋田県都市公園の設置に関する基準等を定める条例（秋田県条例第80号）
１　第二次一括法による都市公園法（昭和31年法律第79号）の一部改正に伴い都市公園の設置に関する基準等を定める
こととした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇下水道法施行条例（秋田県条例第81号）
１　第二次一括法による下水道法（昭和33年法律第79号）の一部改正に伴い、公共下水道又は流域下水道の構造の技術
上の基準及び終末処理場の維持管理について定めることとした。
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　秋田県十和田湖公共下水道条例（平成３年秋田県条例第14号）について所要の規定の整理を行うこととした。

◇秋田県県道の構造の技術的基準等を定める条例（秋田県条例第82号）
１　第一次一括法による道路法（昭和27年法律第180号）の一部改正に伴い県道の構造の技術的基準等を定めることと
した。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇秋田県営住宅条例の一部を改正する条例（秋田県条例第83号）
１　第一次一括法による公営住宅法（昭和26年法律第193号）の一部改正に伴い普通県営住宅又は改良住宅に入居する
ための条件等を定めることとした。
２　その他所要の規定の整備を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
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◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇
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◇秋田県普通県営住宅及び共同施設の整備基準を定める条例（秋田県条例第84号）
１　第一次一括法による公営住宅法の一部改正に伴い、普通県営住宅及び共同施設の整備基準を定めることとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第85号）
１　平成24年11月１日から平成26年10月31日までの間、職員（任期を定めて採用された職員を除く。）の給料月額を次
のとおり減額することとした。（附則第６項関係）

２　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。
　⑶　義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和46年秋田県条例第66号）について所
要の規定の整備を行うこととした。

◇教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第86号）
１　教育長の給料月額を減額する特例措置について、その減額する割合を100分の20（現行100分の15）に引き上げるこ
ととした。（附則第２項関係）
２　施行期日
　　この条例は、平成24年11月１日から施行することとした。

◇秋田県交通安全特定事業により設置される信号機等に関する基準を定める条例（秋田県条例第87号）
１　第二次一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）の一部改正に
伴い、同法第36条第２項に規定する交通安全特定事業により設置される信号機等に関する基準を定めることとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇秋田県歯と口腔の健康づくり推進条例（秋田県条例第88号）
１　この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成23年法律第95号）の趣旨を踏まえ、歯と口腔の健康づくりに
ついて、基本理念を定め、並びに県の責務並びに県民、教育関係者、保健等関係者、事業者及び医療保険者の役割を
明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、県民の歯と
口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康で豊かな生活の実現に寄与することを目的とする
こととした。（第１条関係）
２　この条例において用いる「歯と口腔の健康づくり」等の用語の意義を定めることとした。（第２条関係）
３　歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定めることとした。（第３条関係）
４　歯と口腔の健康づくりの推進について、県の責務並びに県民、教育関係者、保健等関係者、事業者及び医療保険者
の役割を定めることとした。（第４条～第８条関係）
５　県は、市町村による歯と口腔の健康づくりの推進について、必要な協力及び支援を行うこととした。（第９条関
係）
６　県は、歯と口腔の健康づくりに資する情報の収集及び提供に関することその他の基本的施策を実施することとし
た。（第10条関係）
７　知事は、歯と口腔の健康づくりに関する基本計画を定め、これを公表するとともに、毎年度、施策の実施の状況を
議会に報告することとした。（第11条関係）
８　知事は、おおむね５年ごとに、県民の歯科疾患の実態を明らかにするための調査を行うこととした。（第12条関
係）
９　県は、歯科口腔保健の推進に関する法律第15条第１項に規定する口腔保健支援センターを設けることとした。（第
13条関係）

平成24年10月12日（金曜日）  　号外第1号秋　田　県　公　報　　　　　　　  2012年

◇ ◇
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◇ ◇

職員の区分

期末手当及び勤勉手当の額の算定に当たって役職段階に応じた加算のある職員

その他の職員

減額する割合

３／100

1.5／100
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10　県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めることと
した。（第14条関係）

11　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。
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条　　　　　　　　例

　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。　

　 一　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二　 知 事 等 の 給 与 お よ び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 四　 秋 田 県 防 災 会 議 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 五　 秋 田 県 営 観 光 レ ク リ エ ー シ ョ ン 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 六　 秋 田 県 救 護 施 設 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 七　 秋 田 県 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 八　 秋 田 県 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 九　 秋 田 県 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 十　 秋 田 県 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 十 一　 秋 田 県 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す

　 　 　 る 基 準 を 定 め る 条 例

　 十 二　 秋 田 県 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 の 申 請 者 等 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 十 三　 秋 田 県 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 十 四　 秋 田 県 介 護 老 人 保 健 施 設 の 人 員 、 施 設 及 び 設 備 並 び に 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 十 五　 秋 田 県 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 十 六　 秋 田 県 国 民 健 康 保 険 調 整 交 付 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 十 七　 秋 田 県 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 及 び 指 定 障 害 児 入 所 施 設 の 指 定 等 の 申 請 者 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 十 八　 秋 田 県 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 十 九　 秋 田 県 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 二 十　 秋 田 県 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 二 十 一　 秋 田 県 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 及 び 指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 指 定 等 の 申 請 者 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 二 十 二　 秋 田 県 指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 二 十 三　 秋 田 県 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 二 十 四　 秋 田 県 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 二 十 五　 秋 田 県 福 祉 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 二 十 六　 秋 田 県 障 害 者 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 二 十 七　 秋 田 県 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 二 十 八　 秋 田 県 婦 人 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 二 十 九　 医 療 法 施 行 条 例

　 三 十　 秋 田 県 専 用 水 道 の 水 道 技 術 管 理 者 の 資 格 を 定 め る 条 例

　 三 十 一　 食 品 衛 生 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三 十 二　 秋 田 県 指 定 猟 法 禁 止 区 域 等 の 標 識 の 寸 法 を 定 め る 条 例

　 三 十 三　 秋 田 県 職 業 能 力 開 発 校 の 行 う 普 通 職 業 訓 練 の 基 準 等 を 定 め る 条 例

　 三 十 四　 秋 田 県 都 市 公 園 の 設 置 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例

　 三 十 五　 下 水 道 法 施 行 条 例

　 三 十 六　 秋 田 県 県 道 の 構 造 の 技 術 的 基 準 等 を 定 め る 条 例

　 三 十 七　 秋 田 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三 十 八　 秋 田 県 普 通 県 営 住 宅 及 び 共 同 施 設 の 整 備 基 準 を 定 め る 条 例

　 三 十 九　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 四 十　 教 育 長 の 給 与 及 び 旅 費 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 四 十 一　 秋 田 県 交 通 安 全 特 定 事 業 に よ り 設 置 さ れ る 信 号 機 等 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

　 四 十 二　 秋 田 県 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 推 進 条 例

　 　 平 成 二 十 四 年 十 月 十 二 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久
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